
 

平成 20 年度(2008 年度) 第３回箕面市都市計画審議会 議事録 

 

●日 時  平成 20 年 12 月 12 日(金曜日) 

       午後２時 00 分開会 

       午後４時 10 分閉会 

 

●場 所  箕面市議会委員会室 

 

●出席した委員 

   会 長   増田 昇   氏 

   委 員   池田 敏雄  氏 

委 員   大石 吉部  氏 

委 員   小枝 正幸  氏 

   委 員   笹川 秀司  氏 

   委 員   弘本 由香里 氏 

   委 員   舟橋 國男  氏 

   委 員   内海 辰郷  氏 

   委 員   神田 隆生  氏 

委 員   中井 博幸  氏 

委 員   二石 博昭  氏 

委 員   増田 京子  氏 

委 員   森岡 秀幸  氏 

委 員   笹川 吉嗣  氏 

委 員   大町 凱彦  氏 

委 員   島村 治規  氏 

委 員   安井 賢   氏 

臨時委員  澤木 昌典  氏 

委員 1７名、臨時委員１名 出席 

（臨時委員は案件２のみ審議） 

 

●審議した案件とその結果 

案件１ 会長の選出及び会長職代理者の指名について 

委員の互選により増田昇委員が会長に選出された。 

会長が舟橋委員を会長職務代理者に指名した。 

 

案件２ 市街化調整区域における土地利用方針の検討状況について【報告】 

議案書に基づき報告 

   

  案件３ 水と緑の健康都市地区の都市計画変更の検討状況について【報告】 

                      議案書に基づき報告 
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●事務局（藤田） 

定刻になりましたので、ただ今から、

平成２０年度第３回箕面市都市計画審

議会を始めさせていただきます。 

まず始めにマイク操作の確認をさせ

ていただきます。テープの録音とこのマ

イク操作とが連動しておりますので、後

の議事録作成にも影響がございますの

でよろしくお願いいたします。 

各委員におかれましては、発言前に前

の青いボタンを押してからご発言をお

願いいたします。次の方が発言される場

合には、次に発言される方が青いボタン

を押していただきますと先にお話しい

ただいた方のマイクのスイッチは自動

的に切れるようになっております。 

まず、定足数の確認についてのご報告

をいたします。 

 本日の出席委員は、委員１８名中１７

名でございまして、過半数に達している

ことから、箕面市都市計画審議会設置条

例第６条第２項の規定により、会議は成

立するものでございます。 

 次に市長より挨拶の申し出がありま

すので、お受けしたいと思います。 

●倉田市長 

みなさんこんにちは。審議会の開会に

あたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、箕面市都市計画審議会の開催

をお願いいたしましたところ、師走で公

私何かとご多忙中にもかかわりませず、

ご出席を賜り、誠にありがとうございま

す。 

平素は、本市都市計画行政をはじめ、

市政諸般にわたりまして、格別のご支

援、ご協力そしてご指導をいただいてお

り、厚くお礼申し上げる次第でございま

す。 

本日この度は、新たな委員により箕面

市都市計画審議会がスタートするとい

うことでございますが、学識経験者、市

議会、関係行政機関及び市民からご就任

を頂きました１８名の委員のみなさま

方におかれましては、それぞれのお立場

から、より慎重で活発なご審議を重ねて

いただき、本市まちづくりの基本の基本

の基本であります都市計画行政の推進

にご協力いただきたいと存じます。 

さて、本日の審議会では、まず最初の

案件といたしまして「会長の選出及び会

長職務代理者の指名について」をお願い

することになります。次に報告案件であ

る、「市街化調整区域における土地利用

方針の検討状況について」、同じく報告

案件といたしまして「水と緑の健康都市

の都市計画変更の検討状況について」の

３件のご審議をお願いするということ

でございます。 

まず「市街化調整区域における土地利

用方針の検討状況」につきましては、昨

年度から引き続き検討の取り組みをす

すめ、今年度中にとりまとめていく予定

でございますが、これにつきまして、中

間報告でとりまとめました土地利用の

基本方針、これを実現するための実現方

策について、小委員会との議論を踏まえ

ながら検討を進めておるところでござ

います。本日は、前回審議会以降の取り

組みの報告と、それをふまえた実現方策

の全体像及び実現方策の一つである地

区計画導入に向けた考え方についてご

報告させていただくものでございます。 

次に、「水と緑の健康都市地区の都市

計画変更の検討状況について」でござい

ますが、水と緑の健康都市 箕面森町地

区につきましては平成１９年度に一部

の区域で高度地区及び地区計画を変更

し、まちびらきをしており、既に今年１
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１月末現在１１８世帯３６２名がお住

まいでございます。平成２１年度の夏頃

から宅地造成工事に着手する予定のエ

リアについて、土地利用計画を具現化す

るために都市計画を変更する必要がご

ざいますので、このたびその検討状況に

ついてご報告させていただくものでご

ざいます。 

以上の案件につきまして、委員の皆様

方におかれましては、どうかそれぞれの

お立場から、慎重かつ活発なご審議をお

願い申し上げる次第でございます。今回

都市計画審議会、新たに皆様方のご協力

をいただくことに感謝を述べるととも

に、以上、誠に簡単ではございますが、

開会にあたりましてのご挨拶とさせて

いただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

●事務局（藤田） 

さて、審議会の議事進行につきまして

は、本来は会長がおこなうものでござい

ます。審議会委員のみなさまが本年１０

月で新たに任命されて以来最初の審議

会のため、会長が決定されるまでの間は

市長が議事進行をいたしますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

●倉田市長 

着座のままで、場所も暫定ですのでこ

のままで進めさせていただきます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。それで

は会長が選出されるまでの間、私が議事

進行をさせていただきます。 

 まず始めに、「委員紹介」をさせて頂

きたいと思います。 

今回は審議会委員が任期満了に伴い大

幅に入れ替わっておりますので、事務局

から委員のみなさま方のご紹介をお願

いしたいと思います。 

●事務局（藤田） 

それでは、「都市計画審議会委員名

簿」をお手持ちの資料の中にありますの

でごらんいただきますでしょうか。名簿

の順にお名前をご紹介いたしますので、

委員のみなさまにおかれましては恐縮

ですが、ご起立いただきますようお願い

申し上げます。 

学識経験者 池田（いけだ）委員でござ

います。 

池田委員におかれましては、法律分野の

専門家ということとで、今回より当審議

会に参画していただくことになりまし

た。 

学識経験者 大石（おおいし）委員でご

ざいます。 

学識経験者 笹川秀司（ささがわ ひで

し）委員でございます。 

学識経験者 小枝（こえだ）委員でござ

います。 

学識経験者 新田（にった）委員は本日

欠席されていますので、続きまして 

学識経験者 弘本（ひろもと）委員でご

ざいます。 

学識経験者 舟橋（ふなはし）委員でご

ざいます。 

学識経験者 増田 昇（ますだ のぼる）

委員でございます。 

市議会議員 内海（うつみ）委員でござ

います。 

市議会議員 神田（かんだ）委員でござ

います。 

市議会議員 中井（なかい）委員でござ

います。 

市議会議員 二石（ふたついし）委員で

ございます。 

市議会議員 増田 京子（ますだ きょ

うこ）委員でございます。 

市議会議員 森岡（もりおか）委員でご

ざいます。 

関係行政機関の職員 笹川吉嗣（ささが

わ よしつぐ）委員でございます。 
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市民委員 大町（おおまち）委員でござ

います。 

市民委員 島村（しまむら）委員でござ

います。 

市民委員 安井（やすい）委員でござい

ます。 

 これにて、委員紹介を終わります。 

●倉田市長 

委員のみなさま方ありがとうござい

ました。 

 それでは、続いて早速案件審議に移っ

ていきたいと思います。 

案件１「会長の選出及び会長職務代理者

の指名について」を議題といたします。

本案件につきまして、事務局より説明を

お願い致します。 

●事務局（藤田） 

それでは、議案書の１の１ページをご

覧ください。審議会会長は、都市計画法

第７７条の２及び都市計画地方審議会

の組織及び運営の基準を定める政令第

４条の規定により、学識経験者から委員

の選挙によって定めることとなってお

ります。 

よって、議案書の表に挙げております

８名の学識経験者の方々の中から会長

をお選びいただくこととなります。 

 なお、会長職務代理者の指名について

でございますが、これは会長が指名する

ことになっておりますので、会長選出

後、あらためてご説明いたします。 

 それでは、会長選出の手続きよろしく

お願いいたします。 

●倉田市長 

ただ今事務局から説明のありました

会長選出でございますが、規定によりま

すと、学識経験者から委員の選挙によっ

て定めることとなっておりますが、推薦

による方法をとらせていただいたらど

うかと思います。 

 ご異議ございませんでしょうか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 ありがとうございます。 

 異議なしの声がございましたので、委

員のみなさま、学識経験者の委員の中か

ら、どなたかを会長にご推薦いただけれ

ばいかがと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

（大石委員より申し出あり） 

 

●倉田市長 

 大石委員お願い致します。 

●大石委員 

私としましては今までと続いてです

ね、増田昇先生にお願いをしたらどうか

と思いますのでよろしくお願いいた

します。                                       

●倉田市長 

ただいま、大石委員より、増田昇委員

のご推薦がございましたが、その他、ご

推薦はございませんでしょうか。 

よろしいですか。 

他にないようでございますので、ご推

薦を受けられました増田昇委員を箕面

市都市計画審議会会長に選出をさせて

いただきたいと存じますが、増田昇委

員、よろしいでしょうか。 

（本人承諾） 

                                  

皆様方よろしいでしょうか。 

 

（委員より賛同の拍手あり） 

 

それでは、ご快諾いただきましたの

で、増田昇委員が会長に選出されまし

た。 

 みなさま、ご協力ありがとうございま

- 4 -



 

した。増田会長につきましては、任期で

あります平成２２年９月３０日まで、本

市都市計画審議会会長として会議の招

集、議事の進行を司っていただくことに

なります。増田会長、どうぞよろしくお

願いいたします。 

それでは、ここで議事進行を、ただ今

決まりました増田会長にお願いしたい

と存じます。議事へのご協力ありがとう

ございました。会長よろしくお願い致し

ます。 

●増田会長 

ただ今皆様方のご推挙によりまして、

都市計画審議会の会長という大任を仰

せつかりました、府立大学の増田でござ

います。先ほど市長の話にもございまし

たように都市計画というのは百年の大

計、まちの百年の大計をたてるという重

要な審議会でもございますし、主権制限

に直接関わってくるというような重要

な側面ももっております。従いまして公

正でかつ闊達な議論を行っていきたい

と思いますし、一方では効率的な審議を

進めるという命題もいただいておりま

すので、みなさん方のご協力によりまし

て、自由闊達な意見を交わしながら効率

よく審議を進めて参りたいと思います

のでご協力のほどよろしくお願いした

いと思います。それでは座って進めさせ

ていただきます。                                                      ●事務局（藤田） 

それでは、引き続きまして先ほどござ

いましたように「会長職務代理者の指

名」の案件がございます、事務局より説

明をお願いしたいと思います。 

●事務局（藤田） 

議案書の１の１ページの本文４行目

をごらんください。会長職務代理者は、

箕面市都市計画審議会設置条例第５条

第３項の規定により、学識経験者のうち

から会長が指名してこれを定めること

となっております。会長におかれまして

は職務代理者の指名手続きをよろしく

お願いいたします。 

●増田会長 

私の方から指名するということでご

ざいますので、前期に引き続きまして舟

橋委員にお願いしたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 

 

（受諾の声） 

 

 今期もよろしくお願い致します。 

●増田会長 

それでは本日先ほどご説明あったよ

うに２つの案件がございます。まず、案

件２以降の審議に入ります前に、先ほど

も申しましたとおり効率的な審議を進

めるということで、本日の審議は、１６

時を目途にしておりますので、ご協力の

ほどよろしくお願いしたいと思います。 

まず案件２でございますけれども、小

委員会でご議論いただきます臨時委員

の皆様にもご出席いただきたいとおも

いますので、臨時委員にも入っていただ

きたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

（臨時委員 入室） 

臨時委員さんのご紹介を事務局から

お願いします。 

それでは、臨時委員の方々をご紹介さ

せていただきます。お名前をお呼びした

ら、ご起立いただきますようお願い申し

上げます。 

環境の視点から澤木（さわき）臨時委

員でございます。 

本日二名欠席されていますが、後のお

二人は緑農の視点から大西（おおにし）

臨時委員、法律の視点から高橋（たかは

し）臨時委員、合計３名の臨時委員にお
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いて小委員会に加わっていただいてい

るということです。臨時委員の紹介は以

上でございます。 

●増田会長 

 ありがとうございます。それ以外に関

しましては、小委員会としては、笹川吉

嗣委員と弘本委員と私が入って計６名

で小委員会を進めておりますので報告

しておきます。 

●増田会長 

それでは、案件２「市街化調整区域に

おける土地利用方針の検討状況につい

て」ということで、中間報告以降の経過

を市より説明をお願いします。 

 

●市（まちづくり政策課 上岡） 

＜案件説明＞ 

 

●増田会長 

前回の中間報告以降、検討が進んでき

た内容について、全体的枠組みと地区計

画のガイドラインの骨子になる部分と

いうことについてご説明がありました。

ちょっと長大な説明だったのとまだま

だ完全に整理し切れていない部分もあ

るかと思いますが、何かお気づきの点な

り、ご意見ございましたら、よろしくお

願いしたいと思います。はい、森岡委員

どうぞ。 

●森岡委員 

もしかしたら今後の検討の中でご検

討いただくことになるかと思いますが、

ちょっと関連して、いくつかに分けて。 

区域の設定についてですけど、一応前

回の事前の説明会では一応地物界を原

則とするというようなことでおうかが

いしておりますが、例えばその、一定の

広がりのエリアの中でそういった形を

とった時に、１ヘクタール未満の用地と

いいますか、残地といいますか、そうい

うものが残されるようなケースが実際

やってみないとわからないですけれど、

ないのかどうか。あるいは、その細い敷

地があって、飛び地のような形で周辺部

が残されるような部分がないのかどう

か。このエ）とオ）の場合ですね。そう

いうようなケースについてはどういう

ふうにお考えなのかということでちょ

っとお尋ねしたいのですが。 

●増田会長 

はい、これはいずれもたぶん技術基準

レベルの話だと思います。立地基準とか

いう話ではなくて、まだ今日お示しして

いない技術基準に関わってくる話かと

思いますけど。事務局の方で何か今の時

点でお考えがあれば。はい。 

案件２ 市街化調整区域における土

地利用方針の検討状況について【報

告】 

●岡課長 

まちづくり政策課の岡と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

今、森岡委員さんからご指摘ありまし

た区域の設定の考え方ですけれども、今

現在検討しているのは規模をどれぐら

いにしようかということで、どういう区

域設定をしていくかということで、実際

に考えていきますと、たぶん、今ご指摘

いただいた様なケースというのは出て

くると思います。そういったときに、全

部を想定してどうするのか、みたいなと

ころを考えるのは非常に難しいとは思

うのですけれども、そういったことも出

てくるという可能性も考えながら技術

基準の中で検討していきたいと思いま

すので、次回そういったことも含めて、

どこまで出せるかいうのはありますけ

れども、考えたいというふうに思いま

す。 
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●増田会長 

実際の地区計画の区域をどう設定す

るのかという話と、今、議論しているの

は、地区計画はどういうところで適合し

て、申請してもいいですよという基準を

決めているのとちょっと話が違うんで

すよね。今、ご指摘いただいたのは、そ

れが認められた後、実際に地区計画を運

用しようとして、区域設定をする時に市

街化区域との間で変なすき間が発生し

たり、変な残地が発生したりしないよう

にしておいたほうがいいんじゃないで

すかというご指摘だと思うんですね。た

ぶん、それは運用の段階でそういうこと

は当然、変なすき間が発生するような区

域設定というのは当然無いような形で

技術検討するというふうなご回答だと

いうことでよろしいですね。 

はい、ありがとうございます。他、何

かご質問、ご意見ございますでしょう

か。いかがでしょうか。はい、舟橋委員

どうぞ。 

●舟橋委員 

簡単な質問が１つだけ。２つか。アイ

ウエオのオ）のところですけども、これ

は都市的土地利用というふうな表現が

どこかにありましたが、市街化区域変更

するということを含んでいるのかどう

かということを、ちょっと簡単にイエス

かノーかだけでけっこうですけれども。 

●増田会長 

はい、わかりました。事務局なにかお

答えございますでしょうか。 

●岡課長 

それも含めてということで考えてお

ります。 

●増田会長 

はい、結構です。 

●舟橋委員 

大変丁寧にご検討いただいてありが

たく思っておりますが、アイウエオの

カ）の、この農空間まちづくりについて

ちょっとだけ質問というよりも意見に

なるかもしれませんが、申し上げたいで

すが。 

先ほどのご説明のとおり、農地の維持

保全とそれからまちづくりということ

を両方合体させて、農空間まちづくりだ

というふうにお話がありまして、それは

それで大変良く分かるんですが、このま

ちづくりというところにどうしても、こ

の「絵づくり」というふうな言葉が入っ

たり、やや、こうフィジカルな側面が、

都市計画という観点からでしょうけど

も、いささかそういうニュアンスがあっ

て、本来は農地、農空間の維持保全とい

うのは社会的な問題であって、あるいは

経済的な問題だと思いますので、そこの

ところとの、一緒にしますという絵にな

っていますけども。十分にそこの観念

を、いや概念を強めておかないと、どう

してもこう、ばらばらとは言いませんけ

れども、はだ別れしてしまうという、そ

ういう懸念を持っていますので。これは

要望として、今後具体化されたり検討さ

れる時に、出来れば農業政策と都市計画

の政策とを有機的につなぐようなこと

をお考えいただきたいなというふうに

希望しておきます。以上です。 

●増田会長 

ありがとうございます。小委員会でも

都市計画部局と同時に農政部局もご参

画いただいて議論をしておりますので、

少し何か補足的な説明を事務局の方で

ございましたら。具体的に、例えば大阪

府の新しい条例を使いながら遊休農地

の解消をかねて農空間づくりみたいな

やつの検討を一部スタートしていて、そ

れとまちづくりとの関連性みたいなや

つの整合性を図ろうというふうな形で、
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今、議論が少しされている。小委員会で

されている状況をちょっとかいつまん

でご説明いただければと思うんですけ

れど。 

●岡課長 

はい、今回お配りしております議案書

以外に別添資料ということで、資料をつ

けているんですけれども。そちらのこの

「基本方針の実現方策の検討」という、

この資料の一番後ろのこのカラー版の

ところなんですけれど、このフローをち

ょっとご覧頂きたいんですけれども。 

●増田会長 

ちょうど表紙の裏ですね。１８ページ

と書いてあるこの裏です。 

●岡課長 

今、舟橋委員からご指摘ありましたと

おり、あくまでも、このカ）につきまし

ても、出来る限り今の市街化調整区域の

現状をどう残していけるかということ

の前提、基本方針に立って検討している

内容でして、決していたずらにその開発

を進めていこうという様な形でのまち

づくり構想をイメージしてつくってい

るものではないということです。事務局

といたしましても、この間小委員会の方

からのご指摘もありまして、その農業政

策とその都市計画の施策と、どのように

連携させていくのか、と。特に、今の市

街化調整区域の中で、農地で維持されて

いくのが一番いいんですけれども、色ん

な事情によって農地以外の土地利用に

転換されるような可能性もあると。そう

なってきたときに、農業を続けていきた

いという方と、土地利用を実際せざるを

得ない、したいという方とどういうふう

に土地利用として共存していけるかと

いうことを考える事が非常に重要であ

るというふうに考えました。 

基本的には農業政策が主になって市

街化調整区域に中の土地利用というの

は考えていくべきだろうということも

ありまして、今、農政サイドの方で大阪

府条例に基づきまして先程の検討対象

地区、６地区ですけれども、農空間保全

地域ということで指定しております。こ

れはどういうことかといいますと、そう

いうその保全地域を指定すると一定の

検討がなされた上でほ場整備とかそう

いうことをやっていこうとすれば、府の

方から補助金が出るということで、府独

自の農業支援策がそこの中で導入され

るということになります。ただ、実際に

こういったところで検討されるという

ことであれば農業政策、地元の農業者の

取り組みということが前提になってき

ますので、実際に地元でそういう農業を

どうしていこうかというような話がさ

れる場が今後出てくるというふうに聞

いています。実際に今、現在、新稲地区

と川合地区と２地区でモデル地区とし

て市の方も取り組みを進めているとい

うことがあります。だから、そういった

農業施策と実際にその農地としてどう

いうふうに、例えば遊休農地をどう解消

していこうかというような、施策にプラ

スしておそらく農地は継続することだ

けども、そのまわりについて土地利用を

される場合もある程度農地への配慮と

か、そういったことも必要になってくる

という意味で、都市的な土地利用をする

場合のルールづくりというようなこと

も、その市街化調整区域の今の現状を守

っていく為に必要な土地利用のルール

みたいなものも必要になってくるだろ

うと。そういうことも踏まえまして、そ

ういう農業政策で地元の方で取り組み

が進められれば、それとあわせて、その

都市的な土地利用についても、農業を保

全するというような観点でルールが出
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来る様なことを都市計画サイドとして

も取り組んでいきたいというようなこ

とでつくっているのが、今回のカ）の考

え方です。 

その一つの具体的な進め方として、色

んなケース立てが考えられるんですけ

れども、今進めている農空間の保全区域

の取り組みと連携させるとこういうふ

うなフローになるのではないかなとい

うことで示しているのがこれですので。

以上です。 

●増田会長 

ありがとうございます。たぶん舟橋委

員からご指摘いただいた点、小委員会で

も十分議論しておりまして、単に都市的

開発を誘導するという話ではなくて、基

本は、やはり、農空間の維持・増進とい

うふうなことが必要で、そのためには営

農環境をどう、要するに整備していくか

ということも十分必要だという議論で、

有機的に連携しながら展開していくと、

そういうふうな形で検討を進めという

ご提案を頂きましたことは、小委員会の

方でもそれを十分踏まえて議論を進め

ていきたいと思っています。 

ありがとうございます。他、何かご意

見ございますでしょうか。増田委員どう

ぞ。 

●増田(京)委員 

すいません、ちょっと、今、その農業

施策のことも、小委員会もずっと傍聴さ

せていただいていますので、その辺は分

かるんですけれども。 

ちょっと、今、舟橋委員が先にその前

の質問で言われた「都市的利用」のとこ

ろで、市街化区域変更も考えているとい

うことだったんですけども、もう一回、

それ、確認していただけますか。市街化

区域に変更もするということ、「あり」

ということ。 

●増田会長 

オ）の部分ですね。基本的方針の中の

オ）の部分について。 

●増田(京)委員 

「あり」ということですか。 

●増田会長 

はい。都市マスに位置づけられた所で

の対応のあり方ということです。はい、

事務局の方よろしくお願いします。 

●岡課長 

中間報告でまとめた段階で、都市マス

に位置づけられるような、そういう都市

構造上必要な土地利用転換を図る場合

の手法としては、まずは、やはり、市街

化区域への編入というのがあがってく

ると思います。それとあわせて、この地

区計画の活用というようなことも考え

るという意味で、可能性として、手法と

して市街化区域への編入というのは当

然あるというふうに考えています。 

●増田会長 

はい、増田委員どうぞ。 

●増田(京)委員 

確かにね、手法としてあると思うんで

すけれど、今回、一番最初、この議論が

入るときに、対象区域としては当面市街

化を進めていく予定のない区域の検討

をしているのではなかったのかな、と私

は思うんですけれども。そうしたら、や

はり、それを都市マスにはそれを入れて

いくと言うのだったら、この対象区域の

考え方が変わってくるのではないかな

と思うんですけれども。ちょっと私も、

ずっとここ、小委員会を見学、傍聴して

いても、都市マスが出てきた段階で、ち

ょっとその辺が私の中でも分からなく

なっていたら、今そういうお答えだった

んですけれど。改めて第４回の都計審の

資料も見てるんですが、「当面市街化を

進めていく予定のない区域について」と
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いうことだと思うんです。これはどうな

んでしょう。ちょっと説明いただきまし

ょう。 

●増田会長 

はい、事務局、どうぞよろしくお願い

します。 

●岡課長 

今、現在、都市計画マスタープランの

中で、今すぐに市区編入を考えるという

区域ではないですけれども、市街化区域

に編入を予定している区域とかが、今回

の検討対象地区になっています。今回の

検討の中で、都市構造上必要だから、す

ぐに土地利用転換をします、というよう

なことを結論づける様なものではない

ですが、今後その状況の変化とか、例え

ば、石丸地区なんかで北急が延伸される

というように大きく状況が変わる中で、

やはり、その土地利用を考えていかなけ

ればならないというような状況が出て

くるのであれば、それはそのときに都市

計画マスタープランに位置づけて、市区

編入するのか、それとも市街化調整区域

のままで地区計画を導入して面開発を

するのか、そういったことについて検討

する必要があると。今の現時点ではそう

いうことの検討が必要になるというこ

とも含めて考えておかなければいけな

いという意味で、こういう書き方をして

いるというです。 

●増田会長 

はい、どうぞ。 

●増田(京)委員 

ということは、一番最初の、この当面

をどう見るかという事にもなるかなと

は思ったりするんですけれども。市街化

を進めていく予定のない区域というの

が、その「当面」っていう言葉。これは

やはり今後は「ありうる」ということで

すね。今の説明でしたらね。市街化区域

に変更するというのが。 

●増田会長 

はい、事務局どうぞ。たぶん期間の見

方だと思うのです。はい。 

●広瀬次長 

都市計画部次長の広瀬と申します。ど

うぞよろしくお願いします。 

最初の、今回の検討を始めた最初の頃

の話なのですけれども、まずは、現地調

査とかも実際やっていかなければいけ

ないということで、対象エリアをまず絞

り込みたいという中でですね、６地区に

絞り込む折に、当面市街化の予定がない

区域という表現をさせていただきまし

た。そのことにつきましてはですね、現

時点でも何ら変わることはありません。

当時から当面市街化を促進する予定が

ない区域について調査をした上でです

ね、確か北急のことも意見の中で出てた

と思うんですけども、その時も確か答弁

させていただいたのは、時期は分かりま

せんけども、実際北急が動き出すときに

ですね、調整区域のままで置いておくこ

とが良いのか、あるいは、ある意味、整

然とした市街地整備を進める方が良い

のかということは当然議論が出てくる

かと思います。それは今回のこの一連の

調査の中で結論づけるということでは

なくて、そうした時期が出てきたら改め

て仕切り直してやりたいということで

す。それがオ）の趣旨でしてですね。ま

た、この地区計画の前段階の都市計画マ

スタープランというのは大きな土俵の

中で、ここの、この審議会で十分に議論

していただいて、なおかつ、比較とかし

ながらでしょうけれども、これはやっぱ

り、土地利用、ある意味都市的な土地利

用に転換したほうが箕面市全体にとっ

てもいいという結論になれば、位置づけ

をして、その上で手段としてやるときに
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地区計画でやることもあるでしょうし、

思い切って市街化区域に編入してやる

ということもある。ということでありま

すので、当初からそれほど考え方が変わ

ったということでは無いということで

すので、ご理解頂きたいと思います。 

●増田会長 

はい、増田委員どうぞ。 

●増田(京)委員 

変わったことはないとですけれど、私

は大きく変わったのかなっていう感じ

はしたんですけどね。 

それで、これ、第５回目の小委員会の

時にも、石丸地区ですか、北急延伸を含

めての検討が必要だということを議論

されていたと思うんですけども。このあ

いだの１２月の建設水道常任委員会で

議論されていたのは、北急が来ても新た

な開発は、計画は前提としていないとい

う議論がされていましたよね。それで、

北急の乗降客ですか、５万１千人～５万

７千人という利用者数の需要見込みは、

現在の萱野とかそれから箕面新町です

ね、そういうものの人口フレームであっ

て、新たな開発は前提したものじゃない

と。新たな開発とか施設誘致というもの

は、こういう北急の需要確保のために検

討するものではないというふうにして

言われているんですね。ということは、

私はもうそれならここでそれを入れる

べきじゃないと思うんですよ。こうやっ

て市が方針ここまで出してるんでした

らね。だから、そこで、ここもちょっと

この建水の議論がちょっと良く分から

なかった部分もあるんですけどね。今後

のまちづくりの観点から検討するとい

うのが、どうとでもとれるんだなという

思いがするんですけど、ここで確認され

ているのは、北急を延伸することによっ

て、新たな開発は無いと、こういうふう

に認識して良いかと、ここ確認をとって

いるんですよ。そしたらこの市街化区域

に編入するっていうのはおかしいと思

うんですけどね。 

●増田会長 

はい、事務局どうぞ。 

●広瀬次長 

同じ答えになるかもしれませんけれ

ども、先日の委員会の席でご答弁申し上

げていた、いわゆる北急の需要予測の５

万１千～５万７千を確保するためにで

すね、新たに調整区域を開発することは

無いということ、これは確かです。現在

の５万１千～５万７千の推計をしたと

きの基礎データとしてはあくまでも既

存の市街地であるとか、既存の計画の中

ではじいてるものだと。それは間違いな

いです。 

ただですね、ただというか、また誤解

を招いたらいけないのですけれども、仮

に今、北大阪急行が萱野まで来た時を想

定すればですね、需要喚起の為にその開

発をしなくても、たぶん放置しておいた

らどうなるかと、やっぱりこれは予測し

なければいけないと思うんですね。だか

ら、市街化調整区域であってもやはり、

可能な土地利用というのはあってです

ね、やはり虫食い的な土地利用が進む可

能性があります。それはやはり、未然に

防止する必要もあるでしょうし、もっと

大きな話で言えば、よく言われる、北急

を引っ張ってきてバス網を再編すると

いうような話の中にですね、今の東西

線、今ちょうど調整区域のところで切れ

てしまっていますけれども、やはりあれ

は造っていかないといけないというこ

とも出てきます。そういったことも全て

含めてですね、総合的に含めて、再度仕

切り直して、議論していただいて、やは

りやるべきだという答えになれば、それ
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は市区編入なり、地区計画でやるなり、

そういうことはその時点でもう一度議

論するということでございますのでご

理解いただきたいと思います。以上で

す。 

●増田会長 

ちょっとよろしいですか。この都市計

画マスタープランで都市的土地利用に

位置づけられている場所で地区計画が

運用できますという意味は、制度上そう

いうふうに位置づけられている訳です

ね。今、現在都市計画マスタープランの

いつ、大幅見直しをするかということを

市の方ではまだ決断されておりません

けれども、社会経済情勢が大きく変われ

ば都市計画マスタープランはいずれど

こかで大改訂するなり、きっちり、議論

をして見直さなければいけない。今回の

小委員会で議論しておりますのは、今の

段階でその都市計画マスタープランを

見直すという必要性については、必要性

を認めている訳でもありませんし、近日

中に都市計画マスタープランを見直し

なさいという答申もいたしません。今の

現在の状態では、したがって、そこは運

用されないということですね。ただし、

将来的には社会経済情勢が変われば当

然、ここで都市計画マスタープランの議

論を都市計画審議会で十分議論頂いて、

それで、変更を、都市構造も見た抜本的

変更を見た中で、それが実現すればそこ

で地区計画は適応できますよという答

申をしたいということです。だから、今

の段階では要するに、見直しの必要性を

答申するわけでもありませんし、いつい

つまでに見直しの必要性があるという

ふうなことを今の段階では予測できな

いという状況です。よろしいでしょうか

ね。はい。 

●増田(京)委員 

ありがとうございました。現在の今回

の答申ではそういうふうにして都市マ

スの変更までは含めないということで

一点安心はしたんですけれども。 

やはりそうなりますと、石丸地区であ

ってもやはり、もっと農業施策といいま

すか、そういうのをどんどん今の間に進

めていっていただきたいと思います。こ

れ、以前も言いましたけれど、農業者の

方があそこはレンゲ畑とか色んなこと

をやって、それから箕面市の農業体験も

やっておりますよね。そういうのも含め

て、反対にもしも、北急が来た場合にそ

ういう箕面市の、反対に農業とそれから

山を一体化とした、反対にそれが人を呼

び込めるような農業施策まで高めてい

ただきたいなということを要望にして

おきます。 

●増田会長 

はい、ありがとうございます。はい、

他何かご意見ございますでしょうか。は

い、大石委員どうぞ 

●大石委員 

簡単な質問なんですが、資料で頂いた

中でですね、情報交換会の実施結果の概

要というのがあるんですが、そこについ

ているＡ３資料の方のちょうど真ん中

にある２でですね、「農地継続のための

取り組みについて」という欄があります

けれども、私、この資料見てこの辺が一

番興味があるところなんですが、単純な

質問でえらい恐縮ですけれど、現在箕面

市で、市民農園といいますか貸し農園と

いうか、それがどのぐらいあるんです

か。 

●増田会長 

はい、どうぞ。事務局の方よろしくお

願いします。 

●吉野専任副理事 

農業委員会吉野からお答えします。
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今、市民農園につきましては市内に１１

地区ございます。以上です。 

●増田会長 

はい。大石委員よろしいでしょうか。 

はい、他何かご質問ございますでしょ

うか。はい、先に向こうがあがりました

ので、すいません。大町委員お願いしま

す。 

●大町委員 

新任であまり良く分からないんです

が、前２回、予備の説明会を聞きまして、

やっぱり、十分納得できないのが農業等

の土地利用についてのア）の項なんです

けれども。これは、事務局のお話を聞く

と、当審議会になじまないというふう

な、農業政策ということでなじみにくい

ということで、無理があるのは承知なん

ですが、しからばどうするか。農業部門

のセクションにその分おまかせしまし

て、当委員会はそこに任せましたよとい

うだけの結論でいいのかなと。だから、

この委員会としてもう少し関与するよ

うな策がとれないのか。その辺いかがな

ものでしょう。 

●増田会長 

はい、どうしましょう。基本的には小

委員会の方で私も参画していますので、

私の方からお答えさせていただいた方

がいいかと思うんですけれど。 

都市計画審議会としましては、基本的

に求められていることは、地区計画のガ

イドラインを立案して、公表し、意見を

頂いて、決めていくということが一つの

大きな役割です。ただし、前回も都市計

画道路の見直しの時に、都市計画道路そ

のものの見直しの話と、箕面市の将来の

交通計画についてということも議論さ

れて、それは別途都市計画審議会として

市にもしくは市長さんに提言するとい

う形でまとめさせていただいたという

経緯がございまして、今回もたぶん、全

体的枠組みについては、何らかの意味で

ここから提言としてまとめさせていた

だいて、決議いただくやつについてはガ

イドラインについての立地基準なり、技

術基準なりを決議いただくと。当然提言

の内容についてもここでご審議いただ

いて、ご了解いただいて、当都市計画審

議会として市へ、ア）も含めて、こうい

う方向で将来考えていただきたいとい

う提言をするというふうになろうかと

思うんですけれど。なにもア）は全く知

りませんよという話ではなくてですね、

はい、事務局の方。 

●吉野専任副理事 

今おっしゃっている農業政策と、都市

計画の話なんですけど、農業政策の話を

考える段階で、都市計画を切り離して考

えることは出来ないと思いますね。こう

いう都市的農業地域においては特にそ

うですね。特に農業、確かに農地は生産

基盤ではあるけれども、一つは都市的農

業地域ではやっぱり財産というような

感覚も持っておられます。したがって、

その所有権の限りの範囲内でですね、土

地利用したい、条件が合えば、そういう

形で必ず出ますので、やはり、先程言い

ました全体の農空間づくりプランです

か、それにつきましてもやっぱり、都市

計画サイドの考え方も同時に平行して

考えていかないと、これは農業部門だけ

での一定的な片寄りが出ますので。それ

が実際都市的な関係から見れば「いや、

これは土地利用できるよ」という形には

でますので、必ずそういう視点からも、

都市的土地利用を含める意味合いで都

市計画と協調してですね、政策推進をし

ないと、これは、全体的なまちづくりに

はならないという認識を持っておりま

す。 
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●増田会長 

はい、ありがとうございます。よろし

いでしょうか。はい、もう一人、中井委

員、はい、どうぞ。 

●中井委員 

失礼いたします。私はこのカ）の地区

まちづくりによる土地利用ですか、これ

の、一番の、私はこの地区で農業をして

おりますので、これの一番の成功例が、

この市役所の東側にあります中部区画

整理ですか、ではないかなと思っており

ます。といいますのは、あそこで、あと、

農業施策というか、農地に対する市から

のきちんとした補助、税的な補助であっ

たりとか、また、色々な後継者に関する

援助であるとか、色んなことがされれ

ば、あの土地では、自分の土地は、いつ

でも有効利用も出来ますし、かといっ

て、農地でやっていこうと思えば、ずっ

とやっていけるわけですよね。税制など

でその市街化調整区域と同じような扱

いをしていただければ。 

ですから私はああいうふうにきっち

り区画整理をして、農業用水路などきっ

ちりして、することが逆にまちなかの農

地を残せると。区画整理をした後で、後

は市の農業施策一つで農地は十分残せ

るんだということを私は申し上げたい

んです。 

●増田会長 

事務局、何か。はい。 

●吉野専任副理事 

今、中井委員さんがおっしゃったそ

の、区画整理の話なんですが、我々はあ

くまで、市街地整備事業における区画整

理ですね、農業政策の関係からはやっぱ

りほ場整備という、いわゆる農振対応な

んですが、基本的には国費のね。これに

ついても一応、おっしゃるように水路と

か農道整備が出来ます。ただ、そういう

区画整理をやったから農地がうまくい

くという話、農地の管理ですね、が、い

くというのは、ちょっと、私、意味が良

く分かりませんよね。結局は、水路整備

とか基盤整備をきちんとすれば営農意

欲のある農家が営農していただけると

いうのは、やはり、今の調整区域で、今

先程事務局申し上げました府の条例に

よる整備事業ですね。これは６地区全部

保全区域の指定をしておりますので、い

わゆる条件整備は出来ております。た

だ、地区農家のですね、総意がどういう

ふうに動くかという話で、総意さえあれ

ば府の事業が投入できるというふうに

考えてございます。だから、ひとえに農

業者が自分たちの農地を将来的にわた

ってどういうふうに保全、維持していく

か。その考え方をやっぱり集約していく

必要がありますのでね。で、それを今事

例として、モデルで、先程申し上げまし

た川合と新稲ですね。この２地区をモデ

ル的にとりまして、年末押し迫ります

が、年末にご意見をお聞きするがてら案

の、事務局的な案の提示をしながら進め

ていきたいと。それによって「いや、こ

こはこんな水路つけてほしい」「いや、

ここは、こんなふうにしてほしい」とい

う意見が出ますので、それが、地元農家

の営農に対する意欲の表れであると私

は認識しまして、今後の農地整備に当た

ってご協力をいただくという形で農業

政策を進めてまいろうと考えておりま

す。 

●増田会長 

はい、どうもありがとうございまし

た。はい。 

●中井委員 

やはり農家にもですね、十分農業従事

者がいるお家もありますし、もう既に農

業従事者がいないというお家もありま
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す。また、この頃僕たちの年代が一番農

業従事者としては一番年下かなと思い

ますけども、高齢化も予想されますし。

また、僕たちの子供が今は地元で後を継

いでくれているから、後一緒に農業して

くれたって、これだけ就職の形態が変わ

りますので、どこに転勤という事態にな

るかもしれません。 

その時に農地として、これまた、話が

飛びますけれども、相続税で農地として

猶予を受けてした場合に、それがきかな

いようになってくるんですよね。そうい

うふうに色んな条件、色んな一つの集

落、地域の中でも色んな条件の農家があ

る中で、意見集約するということ自体に

私が非常な無理があると思います。あ

の、吉野さんがおっしゃっていた、その

ほ場整備も分かるんですけれども、道は

結局３ｍであるとか２ｍ５０であると

か、軽四が通る程度の道を各ほ場につけ

るというふうな、むちゃくちゃ中途半端

なものになると私は思うんです。それな

らもう、きちんと、開発でも出来るぐら

いの道を逆につけてあげた方が、色々な

転用なり、もちろん農地として活用も出

来ますので、その大きな地区での賛成

は、私はその方が得られやすいのではな

いかなと。実現性のない話はいくらその

理論上はこうで、こういう綺麗な話があ

りますよといったって、それぞれの、や

はり、うちの村でもそうです。１０軒あ

るうちの２軒が反対してしまったら、こ

れは話にならんのですよ。ですからもっ

と実現性のある話を私はするべきでは

ないのかなと思います。 

●増田会長 

ご意見ということで、地区計画の議論

からちょっとずれてきていますので、む

しろこれからの空間保全のために取り

組まれている農業政策に対するご提言

をいただいたということでとどめてお

いていただきたいと思います。 

他なにかございますでしょうか、よろ

しいでしょうか。 

非常に重要な案件でございますし、都

市農業という非常に大きな課題をもっ

た地区でもございます。なかなか農村エ

リアといっても都市における農業とい

うのは、経営的成立性に対しても非常に

大変ですし、あるいは農業振興地域にな

っておりませんので、具体的な今までの

農業資本投下がされずに農業基盤整備

がされていないというような脆弱さも

もっております、色んな課題をもってお

りますので、そのへん十分今日いただい

たご意見いただきながら、小委員会でも

う少しとりまとめさせていただいて、次

回ご報告させていただいて、パブコメへ

かけていきたいと思います。よろしくお

願いしたいと思います。ありがとうござ

いました。 

そしたら案件２が長引きましたので、

今期の会長引き受けて効率的に運用し

たくて４時に終えたいといってスター

トした当日にこのままで行きますと、４

時をちょっとオーバーしてしまうと思

いますのでお許しいただきまして、下手

したら４時２０分くらいになろうかと

思いますけれどもお許しいただいて前

に進めていきたいと思います。 

案件３でございます、要領よくご説明

いただければと思いますのでよろしく

お願い致します。 

（臨時委員 退席） 

 

案件３ 水と緑の健康都市地区の都

市計画変更の検討状況について【報

告】 

●市（まちづくり政策課 松政） 
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＜案件説明＞ 

 

●増田会長 

非常に簡潔にご説明いただきありが

とうございました。地区計画等の変更に

関しますたたき台につきまして何かご

意見、ご質問等がございましたらいかが

でしょうか。はい、神田委員どうぞ。 

●神田委員 

 全体としては住宅に特化したまちを

作ろうということがうかがえるんです

が、ただそれとの関係でですね、沿道利

用街区が箕面でいうと１低専の沿道は

２中高というようなことが多いと思う

んですが、２中高ではなしにそれより規

制の緩い準住居を指定しているという

ことなのに、ただし以下のものは建築可

能と、４点、３－１６ページに書かれて

いるわけですが、この意図するものは何

なのか。なぜこういう方向がでてきたの

かということをご説明いただきたいの

です。 

●増田会長 

 はい、いかがでしょうか。 

●岡課長 

沿道施設地区の用途の制限ですけれ

ども、ご指摘のとおりここの用途地域に

つきましては東西線の沿道は準住居と

いうことで沿道のにぎわいを創出する

ような用途地域を定めております、今回

の地区計画の変更の区域の部分につき

ましては、後背地が第１種低層住居専用

地域で落ち着いた住宅地であると、良好

な住環境を創出していく必要があると、

そういったこととうまく整合させるた

めに第２種中高層住居専用地域なみの

用途地域に制限しています。この①②に

つきましては、第２種中高層住居専用地

域でも建てられるものでして、③が第２

種中高層住居専用地域で建てられない

内容になっているということになりま

す。この③につきましては作業場の床面

積が５０㎡を超えない自動車修理工場

ということで、この区域につきましては

例えばバイクとかですねそういった店

舗については、一定ニーズがあるだろう

ということもありまして、そのような程

度の店舗についてはできるようにして

いこうということで後背地の住環境に

配慮した上でですけれどもこういった

土地利用は一定認めていこうというこ

とでこういう内容になっております。 

●増田会長 

 よろしいでしょうか。日常の条件とい

うことだと思います。他何かご質問ござ

いますでしょうか。はい大石委員どう

ぞ。 

●大石委員 

 ２点ありますけれども、まず第１点は

ですね、この土地区画整理事業で区画整

理法の３条の４項に基づく行政執行で

すね、府施行ですね、当然区画整理事業

を推進する中で、区画整理審議会もある

と思うんですけれども、今回ご説明をい

ただいている変更の内容についてです

ね、区画整理審議会でどんな意見が出と

ったか。それをお聞かせいただきたい。

もう一つの質問ですけれども、事業その

ものが府施行になっているということ

で、何年か前にこの事業のあり方につい

て、市と府と長期間にわたって協議をな

されたということを聞いてます。非常に

経済情勢も悪いと、府自体も非常に財政

が逼迫してると、いう中でですね、この

事業そのものがですね、保留地の処分も

含めてですね、予定通り進捗するのかど

うか。あちこちの区画整理事業で停滞、

しているところが沢山ありますので、で

すからこの事業の場合、その心配は全く

ないのかどうかいうのをお尋ねしたい
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と、以上２点です。 

●増田会長 

 はい、市いかがですか。 

●武藤専任参事 

 彩都・水緑・桜井再整備担当の武藤で

ございます。ご質問のあったところ一部

答えられない部分もあるかと思うんで

すけれども、まず一点目の区画整理審議

会の意見ということでございますけれ

ども、府の施行でございますので、府で

区画整理審議会がなされているという

ところなんですけれども、直接私ども出

席しておらないところもありますんで、

具体的には答えからいきますと聞いて

おらないというところでございます。た

だしですね、この第２区域の地区計画を

定めるについては、まず第２区域につき

ましてではですね、この区域につきまし

ては一人の地権者が所有者となって開

発行為によって、区画整理区域の第２区

域の部分を所有者である民間会社が開

発行為によって開発なされるというこ

とでございます。開発行為によって土地

所有者である民間会社が分譲されると

いうことになっております。話戻ります

けれども、地区計画の地権者説明会の中

で、一人の地権者ではございますけれど

も、説明会はなされて、特に意見はなか

ったと聞いております。それと予定通

り、昨今の社会状況で保留地処分がうま

いこといけるかどうかと、いうところな

んですけれども、まず背景というか当初

の計画で、大石委員が言われているとこ

ろの、府と市でかなりぎくしゃくしてい

るところがあったというところの話な

んですけれども、大阪府としては平成１

３年度に大幅な事業見直しをされたと、

オオタカの問題とか社会経済状況の低

迷から府の財政状況もふまえまして、そ

れらから事業見直しを行いまして、平成

１５年度に都計変更をしまして、その間

に府市間の合意をしましてですね、第１

区域については大阪府が直接施行する

と、第２区域、今回の審議いただいてい

るところにつきましては、現位置換地し

まして現況のまま換地するというとこ

ろで開発行為によって一部は区画道路、

公園等の整備は開発行為によって区画

の道路を整備すると、いうような形で民

間開発で開発を行うと、第３区域につき

ましては、施設導入地区というところ

で、大きい地権者、府の住宅供給公社に

なろうかと思うんですけれども、そこで

実施すると、いうような形になっていま

す。 

●増田会長 

 よろしいですか、私みてて民間開発で

切り売りされずに、第１種低層住居専用

地域の良好な住宅地がやっと目処がた

って動き出して良かったなという認識

を持っておりますけれども、変に切り売

りされずにですね。まとまった住宅地形

成と、これだと全く純然たる区画整理事

業でやるのと同じくらいのレベルが達

成されているんじゃないかなと思いま

すけど。はい、大町委員どうぞ。 

●大町委員 

 まちづくりの方向性、プロムナード街

区とか、沿道利用地区の沿道の整備は非

常に私たち市民から見てもいい方向だ

なと思ってうれしく思うんですが、実際

にはそこから車が家に入らないように

するというようなことは担保されるん

でしょうか。 

●増田会長 

 この真ん中のプロムナードの所から

の、特に緑道から直接横切った形で道路

アクセスがとられているのかどうかと

いうことですが。 

●広瀬次長 
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 担保されるのかということにつきま

しては完全に担保というのは難しい正

直言って、ただですね今の３の１１ペー

ジの左側の図面見ていただきますと、プ

ロムナード街区であればプロムナード

街区の裏側にですね、必ず道路がついて

いると、しかもレベル的にいうとそちら

が宅盤とあうようなかたちですんで、プ

ロムナード街区側でいうと、むしろ法が

あるんで、現実的には裏の道路に駐車場

をつける計画になるだろうなと思って

います。もちろんこれから景観計画です

か、それもあわせてやっていきますの

で、植栽とかしつらえとか、十分協議す

る機会がありますので、そういう場でも

駐車場については裏側から入れて欲し

いということは十分調整できますので、

大丈夫かなと考えています。 

●大町委員 

ただ今の答えでですね、法面だから駐

車場を作らないというのは本当に保証

されるんでしょうか？私だったら地下

の駐車場にして、すっと入れる方がスペ

ース広くとれて便利かなと思います。 

●増田会長 

基本的は裏側に道を一本いれていま

すので、これは計画者は警察協議でこの

大きな道路からダイレクトに各々の宅

地へ駐車場とることはできません。従っ

て一本裏側に道路を入れているのです。

そうでない緑道もあってその場合には

裏側に道路がいっぱいはいってなくて、

プロムナードからはいるということで

す。基本的には今、市からお答えいただ

いた形で、基本的にはこのプロムナード

側からのアクセスは制限されると考え

て結構かと思いますけれども。 

●大町委員 

そうだったら、建物高さとか後ろに控

えろとかですね、色んな条件つけてるわ

けですけれども、それと同じことをなぜ

つけられないんでしょうか。 

●伊藤部長 

 都市計画部長の伊藤でございます。現

在民間会社が開発の提案されておりま

して、これにつきましては民間会社も今

後分譲していくというこということに

なりますんで、分譲の中での重要事項の

説明書の中にここからの車の進入はダ

メだという条件をもとに分譲できるよ

うに市から今後指導していきたいなと

考えておりますのでよろしくお願いい

たします。 

●増田会長 

よろしいでしょうか。 

●大町委員 

それから沿道利用街区ですが、図面上

は車３台しか入らないことになってい

るんですが。お店をやっている立場から

すると、後ろに３台しか入らないと、し

かも店の前に出ようと思うとかなり動

線が悪いんですが、現実としてこういう

ことがあり得るんでしょうか。 

●増田会長 

どの図面でしょうか。３の１４ページ

のスライド番号２８番ですね。市いかが

でしょうか。 

●伊藤部長 

現在民間企業が考えておりますのは、

メインの止々呂美東西線、ここからの車

の出入りやめたいなと歩道に車の進入

路ができるのは非常に危険だとこれも

裏の部分に道路を設けましてそこから

アプローチしていくと店につきまして

は基本的に店舗付き住宅、例えば内科と

か小児科とかそういう小さい医療機関

とか、ヘアサロンとか喫茶店とかいう考

えで、これにつきましても今後民間企業

が分譲していくなかで商業者等にアプ

ローチして行くと思いますので、ここに
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つきましては敷地の面積の最低限を定

めておりまして、それ以上で例えば２区

画でできるような場合は、これはあくま

でモデルでかいてあるだけで、もう少し

大きい区画で適正な駐車場を確保して

いくそういう施設になっていくと思っ

ていますのでよろしくお願いいたしま

す。 

●増田会長 

よろしいでしょうか。他いかがでしょ

うか。森岡委員どうぞ。 

●森岡委員 

 同じく３の１４ページのスライド番

号２８ですが、図面の店舗の表側ですか

ね、歩道６ｍの中に小さい字で見落とし

ていたんですが、自転車道と書いておら

れるかと思うんです。これは沿道利用街

区の所ですよね、あとエントランス街区

なんかも都計道と同じ連動しているん

ですが、そのあたりとの自転車レーンと

いうのは設定されていなかったような

気もするんですが、そのあたりの整合

性、このプロムナード街区そのものも私

よくわからないんですがそんなに起伏

がないんであればですね自転車利用の

促進という面からも、そういった設定で

きないかなと思うんですがいかがでし

ょうか。 

●広瀬次長 

 これから自転車、多分需要も広がるだ

ろうし、ニーズも出てくるとは思いま

す。ハード的には今ご覧になった自歩道

といいますか６ｍありまして自転車も

十分通行できますし、それ以外の所詳細

にまで今決めたものはないと思います

けれども、現実的には十分通れるスペー

スもあろうかと思いますので、今後そう

いうことも検討していきたいなと考え

ております。 

●増田会長 

よろしいでしょうか。はいどうぞ 

●森岡委員 

この６ｍとか、自転車道は設定される

んですね。これはちがうんですか。 

●伊藤部長 

申し訳ありません。その部分につきま

しては、今回の提案では明確にされてお

りませんので、今後また市と民間企業と

の開発の協議の中で定めていきたいな

と思っております。 

●増田会長 

よろしいでしょうか。 

●森岡委員 

可能であれば、設定していただきたい

し、これはモデル、たたき台として設定

されているのかなと感じがしたもので。 

●増田会長 

そしたら今後のまちづくりにおいて

は、極力自転車利用の活性化を図れる様

な形で協議いただければというような

ご提言ということでございます。他いか

がでしょうか、舟橋委員どうぞ。 

●舟橋委員 

 今回最後のスライドにありましたが

地区整備計画及び高度地区の変更につ

いて意見を求めると、いう話になってお

りますが、そもそもこのまちづくりの方

向性ということで、３の８ページから何

枚かスライドを示された、これ自身は当

審議会に対して意見は問われていない

と理解してよろしいんでしょうか。 

●増田会長 

基本的には我々が審議できるのは、地

区整備計画の内容についてということ

でございますけれども、その背景にある

まちづくりの方針みたいなものは先ほ

どからみなさんから意見がでておりま

すので、全く意見なりご質問はダメとい

うわけではございません。 

●舟橋橋員 
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それでですね、先程来、要はこのまち

づくりの方向性というのはどこでオー

ソライズされているんですか？ 

●伊藤部長 

これは水と緑の健康都市のコンセプ

トに基づきまして、施行者であります大

阪府が大規模地権者に対しましてその

部分をチェックしていただくと、それに

つきまして箕面市も協議して、このよう

なコンセプトになっているということ

でございます。 

●増田会長 

よろしいでしょうか、他いかがでしょ

うか。大町委員どうぞ。 

●大町委員 

これは今日の項目ではありませんけ

れども、こういうふうに部分部分で、全

体は非常に大きな規模で開発計画され

ていて、部分部分で審議されていってい

るわけですが、よく考えたら人口１万人

の規模のまちを作ろうとしているんで

すが、例えばお寺もない、教会もない、

墓地もない、非常に奇妙な、人が住むだ

けのまちと思うんですけれども、将来そ

ういうことは他の所で考えるんだと余

地があるんですか、それとも箕面で開発

する土地というのは住宅に限ったもの

しか作らないのだと、宗教施設とかお墓

とかどなたかにお任せしますよという

ことなんでしょうかね。 

●増田会長 

はい、市よろしくお願い致します。 

●伊藤部長 

既に定められている都市計画の内容

でいいますと、用途地域、第１種低層住

居専用地域から近隣商業地域それらが

あるわけでして、おおまかな考え方はこ

の中でそれぞれの種類の建物が建てら

れるような考えになっております。その

中でお寺とか教会とかの土地利用が明

確に定まってくる中で、用途を変える部

分もあるんですが、基本的には準住居地

域とかそういう部分では建てられます

んで、住宅だけに偏ったまちづくりでは

なくて、今回の計画の中におきましても

例えば店舗付き住宅が将来誘致できる

ような地区整備計画になっております

ので、それとまちというものは一気にで

きるものではなくて、十年二十年かけて

まちが成熟していきますので、リニュー

アルもあると考えております。地区計画

を定めるにつきまして、その部分も一定

ある程度ゆとりを持って定めていきた

いと考えておりますのでよろしくお願

いいたします。 

●増田会長 

部分の話をしているということです

が、全体としては地区計画というのがあ

って、部分的に土地利用が固まってくる

ごとに地区整備計画をやっているとい

うことですね。先ほどのお墓とか墓地と

かの話についてはもっと大きな箕面市

全体の話としてどう考えるんですかと

いうことで、これは別途１０年に一遍の

ぐらい総合計画というのを作られてい

て、将来の人口がどれくらいの人口で、

それに対して必要な都市施設はどうあ

るべきだということは、別途市全体とし

ては総合計画というのをつくられてい

て、その中で運用されているということ

ですね。墓地等については一つの開発、

１万人できたから１万人対応の墓地を

作るということはございません。無計画

にやっているのかというとそうではな

くて、市の行政というのは総合計画があ

って、将来人口を定めながら全体として

の都市施設の充足というのを展開して

いっているというのが都市政そのもの

ですね。はい増田委員どうぞ。 

●増田京委員 
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いよいよ第２区域の開発が始まるの

かというところなんですけれども、この

付け替え市道の２号線ですね、今回の３

の１８ページの図でみますと、一般住宅

地区１－２がありまして、その下側に本

来ダム湖予定地にあります市道をこの

場所に付け替えるという話があったと

思うんですけれども。それは都計道路で

したでしょうかね。でも大阪府のあれと

してあったと思うんですけれども、今回

の付け替え市道ここに２号線あるんで

すけれども、例えばこの下の方に道路を

つくるという計画あったと思うんです

けれども、それとどう整合していくの

か。これいいますけれども、議会ではダ

ムが当面できないからということで藤

木谷より南側の開発は当面できないだ

ろうと聞いているんですけれども、これ

までの計画の中でそこの道路があった

と思うんですが。この付け替え市道との

整合性がどうなるのかお聞かせくださ

い。 

●伊藤部長 

大阪府の区画整理の事業計画につき

ましては、これでいきますと３の９ペー

ジの上の図面を見ていただきたいと思

うんですが、これでいきますと左右に矢

印が入っておりまして、その下に短い矢

印があると思うんです、これが今現在大

阪府の事業計画上の道路で、下の、増田

委員が指摘された部分につながってい

るということです。現在この大規模地権

者は第１期の開発ということで、この部

分を開発していくという考えでござい

ます。 

●増田京委員 

幅員はここ何ｍになるんでしょうか 

●武藤専任参事 

３の９ページでひげがでているよう

なところがあると思うんですが、そこの

部分は１２ｍで、太い線が１８ｍという

ことです。 

●増田会長 

他いかがでしょうか、よろしいでしょ

うか。 

そうしたら大体みなさんのご意見ご

質問が一定終わったかと思いますので、

案件３についてはこれで終わりたいと

思います。 

これで今日予定しておりました全て

の案件が終了致しました。先ほどもいい

ましたように新規のメンバーになって

初めての会議ですけれども、１０分ぐら

いオーバーしましたけれども、ある部分

自由闊達な意見交換をする重要性もご

ざいますので、お許しいただけたらと思

います。 

それでは平成２０年度第３回箕面市

都市計画審議会を終了させていただき

たいと思います。どうもありがとうござ

いました。 
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